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「山口市議会基本条例（素案）」について
●意見募集の概要 …………………………………………………１
●「山口市議会基本条例（素案）」内容 ………………………２

地方分権改革の進展を背景に、地方を取り巻く環境は大きく変わり、地域のことは地域で取り組むという地方自治の本旨が
問われており、地方議会においても、地方自治法の改正により議会の権能が拡充され、その果たすべき役割が期待されている
ところです。
このような地方分権の進展に伴い、市議会として、市民の皆さんの負託に十分に応えるため、「市民にとって頼もしく思える

市議会」を目指し、平成18年から議会活性化の諸課題に取り組んできたところです。
今回、これまでの取り組みを後戻りさせることなく、さらなる改革に取り組むことを決意し、市民に開かれた議会・信頼さ

れる議会を目指して、議会のあり方や議員の使命、役割等、議会に関する基本的事項を定める「山口市議会基本条例」の制定
に向けた検討を重ねてまいりました。
平成19年11月以降、28回に及ぶ協議検討を経て「山口市議会基本条例（素案）」を策定しましたので、広く市民の皆さんの意

見を募集します。いただいたご意見は、条例策定の検討資料とさせていただきます。

「山口市議会基本条例（素案）」について
ご意見をお寄せください

※なお、「山口市議会基本条例（素案）」は山口市議会ホームページ
アドレスhttp://www.city.yamaguchi.lg.jp/gikai/org/
各総合支所の「市政情報コーナー」でもご覧いただけます。

募 集 期 間 平成20年12月15日b～平成21年１月14日d

公 表 資 料 「山口市議会基本条例（素案）」

意見提出先・

提 出 方 法

a提出先

〒753-8650
山口市亀山町２番１号

山口市議会事務局　調査担当　TEL：083-934-2854
s提出方法

意見の提出に決まった様式はありませんが、件名を記載し、意見・住所・氏名・連絡

先を明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。なお、どの部分に対するご

意見なのかの明示をお願いします。

〇電子メール：gikai@city.yamaguchi.lg.jp

〇FAX：083-934-2658
〇郵送

〇持参

そ の 他

a提出されたご意見は、条例策定の検討資料とさせていただき、検討結果については市

議会ホームページで公表します（個々の意見に対して直接の回答はいたしません）。

s提出された内容は、本業務の目的についてのみ使用し、名前、住所、連絡先などの個

人情報は、山口市個人情報保護条例に基づいて適切に管理し、公表いたしません。

【意見募集の概要】
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平成12年のいわゆる地方分権一括法の施行により、地方自治体の権限と責任は拡大し、議会の果たすべき役割や責務は一層重要性
を増した。さらに、合併による行政区域の拡大などによる環境の変化に対応し、住民自治の拡充のためにも、市民、行政及び議会が
一体となって、真の地方自治の実現に取り組んでいく必要がある。
このような地方分権の進展などに伴い、議会は、市長とともに、二元代表制の一翼を担う機関として、市民の信頼を礎にその負託
にこたえる責務を負っている。
また、議会は、市民の意思を代弁する合議制の意思決定機関であることを常に自覚し、行政運営についての監視と評価を行う責務
を有する。加えて、積極的に政策立案及び政策提言を行うとともに、その実現のために立法その他の機能を充分発揮することにより、
本市のまちづくりを推進する使命がある。
ここに、山口市議会は、議会及び議員の活動の活性化と充実に努めることにより、山口市民の負託に全力でこたえていくことを決
意し、この条例を制定する。

前文

（市民への説明責任）
第５条　議会は、市民に対し議会の活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を十分に
果たさなければならない。

【説明】
地方分権の進展に伴い住民自治の原則が一層拡充されることから、議会活動に関する情報を積極的に公表し、また、説明責任を果
たしていくことを規定しています。
（委員会の公開）
第６条　議会は、常任委員会及び特別委員会を原則として公開する。

第３章　市民と議会の関係

（目的）
第１条　この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定める
ことにより、分権時代にふさわしい議会を実現することを目的とする。

【説明】
議会の役割を明確にし、議会と議員の活動原則など議会に関する基本的事項を定めることで、分権時代における議会の役割と責任
を遂行することを条例の目的として規定しています。

第１章　総則

（議会の活動原則）
第２条　議会は、議決機関としての役割及び市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）の行政運営に対する監視機関として
の役割を果たすために、公平性、公正性及び透明性をもって活動するものとする。
２　議会は、市民の多様な意見を把握し、独自の政策立案及び政策提言に取り組むものとする。
３　議会は、市民に開かれた議会を目指して情報の開示に努めるとともに、市民が参画しやすい議会運営に努めるものとする。
４　議会は、市民の負託にこたえ、開かれた議会を実現するため、継続的に議会改革を推進していくものとする。
【説明】
市政の意思決定機関としての役割と市長等の行政運営を監視する役割を果たすために、公平、公正、透明性をもって活動すること
を議会の活動原則として規定しています。
市民本位の政策決定や市民参加の基盤づくりなどのため、開かれた議会を目指し、その実現のために議会改革の継続を規定してい
ます。
（議員の活動原則）
第３条　議員は、議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員相互の言論を尊重するとともに、自由
な討議を推進するよう努めるものとする。
２　議員は、調査、研究、研修等を通じて、自己の能力を高める不断の研さんに努めるものとする。
３　議員は、市政全般の課題について、多様な市民意見の的確な把握に努めるとともに、一部団体及び地域の意向にとらわれず、市
民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。

【説明】
議会の活動原則を踏まえ、議員の責務及び基本姿勢として、議員間の自由かっ達な議論、不断の研さん、市民意見の把握及び市民
全体の代表者としての活動を議員の活動原則として規定しています。
（会派）
第４条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
２　会派は、同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとする。
３　会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努
めるものとする。

【説明】
同一の理念を共有する議員集団を会派と規定し、円滑な議会運営を要請するとともに、必要に応じて会派間の調整による合意形成
を求めることを規定しています。

第２章　議会と議員の活動原則
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【説明】
市民に開かれた議会とするため、常任委員会、特別委員会の会議を公開することを規定しています。その他の会議については、早
期に公開できるよう体制整備に努めることとしています。
（市民の議会への参画）
第７条　議会は、市民の意思を議会活動に反映することができるよう、市民の議会に参画する機会の確保に努めるものとする。
２　議会は、地方自治法（昭和22年法律第67号。）第100条の２の規定による専門的知見の活用並びに同法第109条、第109条の２及び
第110条の規定による参考人制度及び公聴会制度の積極的な活用に努めるものとする。

３　請願及び陳情については、審査にあたってその提出者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
４　議会は、市民の意見を反映させた政策提案の拡大に資するため、市民の意見を聴取する機会を設けるものとする。
【説明】
市民の議会への参画機会を確保するため、地方自治法による専門的知見の活用並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会
にあっては、地方自治法による参考人制度及び公聴会制度を積極的に活用することなど、市民の意思を議会活動に反映するよう規定
しています。
市民の意見を聴取する具体的な方法は、市議会広報広聴委員会で調整します。

（市長等との関係の基本原則）
第８条　議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、行政運営について監視及び評価を行うとともに政策立案及び政策提言を
行うものとする。

【説明】
議会は、二元代表制の下、監視・評価や政策立案・政策提言を通じて、議会本来の権能を果たすことを規定しています。
（透明性の確保）
第９条　議会は、市長等との関係の透明性の向上を図るために必要な措置を講ずるものとする。
【説明】
議会が権能を発揮するため、市長と議会が透明性の向上を図ることを規定しています。
（監視及び評価）
第10条　議会は、市長等の行政運営について、監視及び評価を行う責務を有するとともに、適正に監視及び評価するために必要な機
能の充実に努めるものとする。

【説明】
議会の権能のうち、監視・評価の責務と機能の充実を規定しています。
（政策立案及び政策提言）
第11条　議会は、議員間における自由討議を通じて合意形成を図り、市長等に対し、積極的に政策立案及び政策提言を行うよう努め
るものとする。

【説明】
議会を監視・評価の機関にとどめず、政策立案の機関として条例提案などの政策提案を積極的に行うことを規定しています。
（議会への説明等）
第12条　議会は、市長等が提案する重要な政策について、その政策水準を高めることに資するため、市長等に対し、必要な情報を明
らかにするよう求めるものとする。

【説明】
市長が、重要な政策を議会に提案するにあたり、市民の代表である議員が審議を深め、その政策水準を高めることができるよう市
長に必要な情報を求めることを規定しています。

第４章　市長と議会の関係

（委員会の役割と運営）
第13条　委員会は、専門性とその特性を発揮するとともに、法制度の活用等による議案等の審査の充実及び政策提案を積極的に行う
ための調査の充実に努めるものとする。
２　委員会は、議員相互間の自由かっ達な討議を中心として弾力的な運営に努めるものとする。
３　委員会は、市民等にわかりやすい審査を行うよう努めるものとする。
４　議会は、特に重要な市政の課題等に対応するため、特別委員会を柔軟に設置するものとする。
【説明】
委員会は、専門性や特性を生かした委員会活動を充実させるとともに、法制度等を活用し審査の充実に努め、政策立案、提言機能
を発揮するために調査の充実に努めることを規定しています。
委員会は、自由討議を中心に弾力的な運営（政策研究のための委員会の開催、閉会中の委員会の開催など）に努めるとともに、市
民にわかりやすい審査に努めることを規定しています。
また、必要に応じて特別委員会の柔軟な活用に努めることを規定しています。

第５章　委員会の活動

（政務調査費）
第14条　会派又は議員は、政務調査費に関して山口市議会政務調査費の交付に関する条例（平成17年山口市条例第５号）を遵守しな
ければならない。

【説明】
政務調査費の適切な執行と透明性の向上を確保するため、山口市議会政務調査費の交付に関する条例の遵守を規定しています。

第６章　政務調査費
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（議員研修）
第15条　議会は、議員の政策形成能力等の向上を図るため議員研修の充実強化に努めるものとする。
【説明】
議員の政策形成能力の向上のため、議会が主体となって議員研修を充実強化することを規定しています。
（議会事務局）
第16条　議会は、議員の政策形成活動及び議会の円滑な運営を補助するため、議会事務局の充実強化に努めるものとする。
【説明】
議会が、従来の監視・評価機能に加え、政策立案・政策提言機能を積極的に担うことに即応するため、議会事務局の体制整備、充
実強化を規定しています。
（議会図書室）
第17条　議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。
【説明】
調査研究活動の充実強化のための方策のひとつとして、図書資料の充実とその活用を規定しています。
（議会広報）
第18条　議会は、市民を代表する議会の視点から、議会広報活動を通じて、市政に関わる重要な情報を常に市民に対して公表するよ
う努めるものとする。
２　議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、議会広報の充実に努めるものとする。
【説明】
情報開示と説明責任の観点から、広報紙、ホームページ、ケーブルテレビなど多様な広報媒体を活用し、市政の重要な情報を市民
に周知することを規定し、さらに情報技術の発達を踏まえた広報の充実を規定しています。

第７章　議会の機能強化

（政治倫理）
第19条　議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる責務を深く自覚し、良心と責任感をもって、常に品位を保持するよう倫理
の尊重に努めなければならない。

【説明】
市民全体の代表者として、議員の政治倫理についての基本理念を規定しています。なお、遵守すべき具体的な規範等については、
別に調査研究を進めています。

第８章　議員の政治倫理

（最高規範性）
第20条　この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この
条例の趣旨が反映されなければならない。
２　議会は、この条例の理念を共有するため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行うものとする。
３　議会は、この条例の目的が達成されているかどうか不断の検証を行い、改正が必要と認められる場合には、速やかに適切な措置
を講ずるものとする。

【説明】
この条例を山口市議会における最高規範として位置付け、他の定めはこの条例の趣旨を反映させることを規定し、一般選挙後の議
員に条例の研修を義務付けています。
また、この条例の検証を不断に行い、必要に応じ改正することを規定しています。

第９章　最高規範性と見直し手続き


